「福岡県介護実習・普及センター事業」企画提案公募実施要領


１　事業名（業務名）
　　福岡県介護実習・普及センター事業（以下「センター事業」という。）

２　センター事業の概要
　(1)　高齢者介護の実習を通じた県民に対する介護の知識及び技術の普及
　(2)　高齢社会は県民全体で支えるものであることを広く県民に啓発する事業の実施
　(3)　福祉用具の展示等を通じた福祉用具の普及及び福祉用具に関する相談等

３　センター事業の内容
　　福岡県総合福祉センター内に福岡県介護実習・普及センターを置き、次の事業を実施する。なお、詳細については別途提示する仕様書のとおり。
　(1) 介護実習・普及事業（原則として福岡地区及び筑後地区を対象とする。）
　　①　高齢者介護意識の啓発
　　②　介護の知識及び技術の普及
　　③　認知症に関する知識及び介護の普及
　　④　福祉関係職員等に必要な知識及び技術の普及
　　⑤　高齢者介護に関する情報提供
　　⑥　その他介護実習・普及に関連する事業
　(2) 福祉用具普及事業
　　①　福祉用具の展示
　　②　福祉用具、住宅改造等に関する相談・助言
　　③　福祉用具の利用方法、利用手続等の情報提供
　　④　県内企業が開発した福祉機器に係る展示コーナーの設置及び普及促進
　　⑤　その他県が実施する福祉機器関連事業に対する協力
　(3) 福岡県介護実習・普及センター業務
　　①　地域介護実習・普及センター分を含む介護実習・普及センター事業全体の運営に係る協議を行う「介護実習・普及センター運営委員会」の設置及び運営
　　②　地域介護実習・普及センター分を含む介護講座・研修事業の効果的な実施を図るため、カリキュラム、介護情報の提供方法等の検討を行う「介護実習・普及センター研修専門部会」の設置及び運営
　　③　介護機器普及事業の円滑な実施を図るため、優良な機器の選考、展示方法等の検討等を行う「介護実習・普及センター福祉用具専門部会」の設置及び運営
　　④　福岡県地域介護実習・普及センター分を含むセンター事業全体の研修案内等の作成
　　⑤　その他県が依頼する事項に関する福岡県地域介護実習・普及センターとの調整


４　予算規模
　　35,388千円以内
　　※　消費税及び地方消費税を含む。
　　※　予算規模は変更する場合がある。

５　契約期間
　　令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

６　参加資格
　(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４（一般競争入札の参加者の資格）各項の規定により一般競争入札に参加できない者に該当しないこと。
　(2) 福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱（平成14年２月22日13管達第66号福岡県総務部長依命通達）に基づく指名停止期間中の者でないこと。
　(3) センター事業又はこれに類似する事業に関するノウハウを有し、かつ、センター事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有していること。
　(4) 福岡県暴力団排除条例（平成21年10月19日条例第59号）第２条に定める暴力団又は暴力団員に該当しないこと。また、これらの者に利益の供与等を行っていないこと。
　(5) センター事業のうち介護実習・普及事業に類似する事業の実績を有すること。

７　公募説明会の開催
　　企画書を提出する場合は、原則として公募説明会に参加してください。
　　・日時：令和８年２月２４日（火曜日）10時30分から
　　・場所：吉塚合同庁舎　Ｙ６０４Ｂ会議室
　　　　　　福岡市博多区吉塚本町１３－５０
　　　※　参加を希望する場合は、（様式１）「公募説明会参加申込書」を令和８年２月１９日（木曜日）17時までにファクシミリ又は電子メールで提出してください。

８　公募に関する質問の受付
　　本企画提案公募実施要領の内容等につき質問がある場合には、（様式２）「企画提案公募質問票」により下記のとおり提出してください。
　(1) 受付期間
　　　令和８年２月１９日（木曜日）まで
　(2) 受付方法
　　　ファクシミリ又は電子メールにより提出すること。
　(3) 回答方法
　　　質問者が分からないようにして福岡県ホームページに掲載するなどの方法により行う。なお、質問者を伏せることが困難な質問については、質問の内容を一部変更して回答する場合がある。

９　企画書の提出
　(1) 提出期限
　　　令和８年３月９日（月曜日）17時まで（必着）
　　　※　提出期限を過ぎた場合は、受け付けません。
　(2) 提出書類
　　・（様式３）企画書　８部（片面印刷）
　　・定款等の写し
　　・直近の決算書
　　・その他、必要な場合は参考となる資料
　(3) 提出方法
　　　持参又は郵送
　　　※　郵送する場合は、提出期限までに届くように投函してください。
　　　※　電子ファイルでの提出は受け付けません。
　(4) 提出場所
　　　福岡県保健医療介護部
　　　高齢者地域包括ケア推進課（地域支援係）福岡県庁北棟２階
　　　〒812-8577　福岡市博多区東公園７番７号

10　企画書の内容
　(1) 介護実習・普及事業
　　　できる限り多くの県民が受講でき、かつ、効果の高い内容を企画してください。
　　ア　高齢者介護意識の啓発に係る研修の内容、開催回数、日数及び定員等
　　イ　介護の知識及び技術の普及に係る研修の内容、開催回数、日数及び定員等
　　ウ　認知症に関する知識及び介護の普及に係る研修の内容、開催回数、日数及び定員等
　　エ　福祉関係職員等に必要な知識及び技術の普及に係る研修の内容、開催回数、日数及び定員等
　　オ　高齢者介護に関する情報提供に係る内容及び方法等
　　カ　その他介護実習・普及に関連する事業に係る内容及び方法等
　(2) 福祉用具普及事業
　　ア　福祉用具の展示に係る内容及び方法等
　　イ　福祉用具、住宅改造等に関する相談・助言に係る体制等
　　ウ　福祉用具の利用方法、利用手続等の情報提供に係る内容及び方法等
　　エ　県内企業が開発した福祉機器に係る展示コーナーの設置及び普及促進に係る内容及び方法等
　　オ　その他県が実施する福祉機器関連事業に対する協力に係る体制等
　(3) 事業の実施体制等
　　　事業従事者の業務分担、年間スケジュール、進捗状況の管理体制、受講者募集の方法及び広報の工夫等を記載してください。
　(4) センター事業のうち介護実習・普及事業に類似する事業の実績及びその他センター事業に関する参考となる契約履行実績
　(5) 経費
　　　必要経費概算額は「事業一式」とするのではなく、項目ごとに（単価が記載できる項目については単価も）記載してください。
　　　※　ただし、審査基準には含みません。
　(6) 個人情報保護に関する事項
　　　個人情報保護に関する規定を提示してください。

11　企画書の審査
　(1) 審査方法
　　　企画書に基づくプレゼンテーションを実施し、「福岡県介護実習・普及センター事業等企画書選定委員会」により、企画書及びプレゼンテーションの内容を総合的に審査し、最も優秀な企画書を選定します。なお、プレゼンテーションの日時及び場所は、追って通知します。
　(2) 審査基準
　　　次の項目について採点し、合計点によって評価します。
　　ア　介護実習・普及事業
　　イ　福祉用具普及事業
　　ウ　事業の実施体制等
　　エ　センター事業のうち介護実習・普及事業に類似する事業の実績及びその他センター事業に関する参考となる契約履行実績
　　オ　個人情報保護に関する事項
　(3) 失格事由
　　　６に示した参加資格がない者、提出書類に虚偽の記載をした者の提出した企画書は無効とし、評価を待たずに失格となります。
　(4) 企画書の提出者が１者又はいない場合の取扱い
　　　企画書の提出者が１者の場合であっても、「福岡県介護実習・普及センター事業等企画書選定委員会」により、企画書及びプレゼンテーションの内容を総合的に審査して、選定するかしないかを決めます。
　　　また、企画書の提出者がいない場合は、センター事業の内容等を見直し、再度公募を行います。
　(5) 選定・非選定結果の通知方法、結果に対する質問方法等
　　　選定・非選定結果については、令和８年３月１７日（火曜日）までに文書で通知するとともに、県のホームページ上において公表します。
　　　また、結果に対する質問については、文書（任意様式）にて、問い合わせ先に電子メールで提出してください。採点結果のみ回答します。

12　企画書選定後の手続
　(1) 見積書の提出依頼
　　　選定された企画書に基づいて作成された仕様書により、当該企画書を提出した者に対して、見積書の提出を依頼します。
　　　なお、仕様書を作成する際に、その内容について協議をすることがあります。
　(2) 契約の締結
　　　令和８年４月１日付けで契約を締結します。
　　　※　11(5)による選定通知が届いたら、当該企画書を提出した者は、速やかにセンター事業の開始に向けた調整を始めてください。
　　　※　契約を締結するためには、原則として契約金額の100分の10以上の契約保証金を県に納付する必要があります。なお、契約保証金は、契約の履行後、還付されます。
　　　※　契約締結の際に、所定の様式の暴力団排除に関する誓約書を提出していただきます。

13　その他
　(1) 提出された企画書は、企画書の審査のために使用します。
　(2) 企画書の作成に要した費用その他参加に要した経費については、企画書の提出者の負担とします。
　(3) 提出された企画書は返却しません。
　(4) この募集は令和８年度当初予算の成立前に行っているため、予算の成立状況によっては、業務内容を変更すること、又は契約しないことがあります。

14　問い合わせ先
　　福岡県保健医療介護部
　　高齢者地域包括ケア推進課（地域支援係）
　　　担当：市丸、仲井
　　　〒812-8577　福岡市博多区東公園７番７号
　　　TEL：092－643－3248
　　　FAX：092－643－3253
　　　電子メール：korei@pref.fukuoka.lg.jp
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